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1．外部接点付きICカードの
標準化動向

I Cカードの普及には、“I Cカード利用システム

の目的、効果等について関係者間で共通の利益を

得る”ための調整と“I Cカードの物理的・機能的

条件等について、基本部分での互換性を確保する”

標準化の推進と仕様の決定が必要となっている。

現在、前者についてはクレジットカード各社や銀

行協会等で、後者は世界的には国際電気標準会議

（I E C）、国際標準化機構（I S O）、日本国内では日

本工業標準調査会（事務局・通商産業省工業技術

院標準部）を窓口に、日本事務機械工業会や日本

規格協会等複数の組織を通じて推進されている。

標準化に際しては、関係する組織の利害を取り

払い、グローバルかつ総合的に推進することも重

要だ。平成5年に発足したI Cカードシステム利用

促進協議会（J I C S A P）は、モノづくりの専門家

とオペレーションの責任者が互いに情報交換を行

い討議を重ねることを通じて、双方の都合だけで

妥協しない、標準化について現実的な提案・開発

活動を行っている。また、我が国では既に市民カ

ードや住民健康カードのような行政カードや地域

カードが実用化されている例もあり、今後はキャ

ッシュカードのような金融機能や、公共交通機関

や商店街での決済機能を持たせるなど、1枚のカ

ードに複数の機能が折り込まれた「多目的利用」

が確実になっている。こうしたマーケットの変化

を踏まえたコンセプト・メイクを具体化しなけれ

ばI Cカードの普及はおぼつかない。 I S O／

1 E C 7 8 1 6の国際仕様のJ I S化については、「x 6 3 0 6」

として原案作成をJ I C S A Pが担当し、多目的利用

を前提とする提案を行った。

標準化の最重要テーマはセキュリティと、「コ

マンド」と呼ばれるプログラムの部分である。特

にキャッシュカードを中心に金融分野での浸透が

確実視される接触型（外部接点付き）I Cカードの

場合、多目的利用との兼ね合いから、I S O／

I E C 7 8 1 6では「オプション」として、カード発行

者がその目的に応じてオリジナルに規定する形

態、つまり“基本は共通するが付加機能について

は独自で決定する”内容となっている。

この、I S O／1 E C 7 8 1 6－4の国際仕様における

「I Cカードのファイル構造およびコマンドは全て

オプションで、さらに個々のコマンドにおける

様々な機能も全てオプションである」部分につい

て、J I C S A Pの「x 6 3 0 6」では、最低必要なコマン

ドと機能を抽出し必須機能としての機能を制定。

これによりJ I S準拠I Cカードの相互運用が可能な

環境を確保され、多目的利用の道が開かれた。

さらに、通産省は、カード製造メーカー間の技

ICカード・多目的利用の実現のための
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術の相互運用の可能性を実証する目的で、平成7

年度に実証実験を（財）ニューメディア開発協会

に委託し、北海道・滝川市で実施した。商店街カ

ードシステムとしてのポイント機能、健康管理カ

ードとして検診結果の記録管理を行うという、多

目的利用をコンセプトとするI Cカードの仕様に選

ばれたのはJ i c s a p仕様であった。

この“滝川市向け仕様”策定に当たっては、

J I C S A Pが原案を作成したJ I S準拠「x 6 3 0 6」を基本

としながらも、そこで規定されていない1 S O／

I E C 7 8 1 6－4のコマンドや機能を必要に応じて組み

込むとともに、国際標準化になっていないシステ

ムの管理・運用コマンドを規定する方向で行わ

れ、特にアクセス制御方法を明確化した。その結

果、

①I S O／J I S標準化を踏まえ、異なるユーザーでも

共通した利用ができる。

②公開性があり、長期にわたって陳腐化しない。

③誰でも使える容易性を持っている

ことを実現している。

図a JICSAP仕様におけるコマンド一覧
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2．滝川市向け仕様の内容　
～アクセス管理方法～

当該仕様のポテンシャルとして、カード内部へ

のアクセス制御を挙げることができる。セキュリ

ティ上、I Cカード内に設定されているデータは当

然不当なアクセスを排除し、保護されなければな

らない。そのため、外部から命令（コマンド）が

あっても、それを実行しても構わないかを判断さ

せ、不当なコマンドであれば排除する仕組みを盛

り込んだ。これは、I Cカードが実用される上で、

基本的な仕様に位置づけられる内容といえよう。

部屋毎に「アクセス管理装置」が置かれ、そこ

に設置されている全ての端末機器類へのアクセス

を管理しているオフィスを例とする。「アクセス

管理装置」は複数の錠の集まりで、これらの錠に

合った鍵を使うことでアクセスが許可される構造

である。従って、特定の端末にアクセスしたくて

も、アクセス管理装置に置かれた端末の「錠」に

合う「鍵」がなければどうにもならない。

実際のI Cカードでは、自分の希望する部屋に行

く＝「S E L E C T」、アクセス管理装置に鍵を入れ

て開錠する＝「V E R F Y」のコマンドが使われて

いる。なお、カード全体はM F（Master File＝主

ファイル）、部屋のことは「D F」（D e d i c a t e d

F i l e＝専用ファイル）、部屋にある端末機器類のよ

う に 実 際 に ア ク セ ス す る 対 象 を 「 E F

（Elementary File：基礎ファイル）と呼んでいる。

図c カードの基本的な構造

図b アクセス管理方法のイメージ
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●カードの基本的な構造

さらにあるオフィスビルを例に、「部屋に行

ってアクセスする」シーンを当てはめながら、カ

ードの基本的な構造を紹介する。

①自分の部屋、②同僚の部屋で構成された自社オ

フィスと③関連会社のオフィス、④ビル共用フロ

アの合計4つの空間を持つビルを想定する。

この状況では、他社と共用空間を設ける必要は

ないが、自社の2部屋以外にコミュニケーション

のために共用フロアを設けたい。もちろん、その

フロアは他社と共用はせず、自社内部だけで設置

した。その結果、ビルには5つの部屋ができる。

I Cカードでいえば部屋＝D F（Dedicated File＝専

用ファイル）が2階層設定できるファイル構造と

なっている。

また、各部屋には、アクセスの対象となるパソコ

ンや自動販売機つまりE F（アクセス対象の基礎

ファイル）が設置され、これらは各部屋に設置され

た「アクセス管理装置」によって管理されている。

現在の施錠状態と自分がいる位置をI Cカードの

ファイル構造に示すと、図のようにアクセス管理

装置と①自分の部屋＝D F＋2つのE F、②同僚の部

屋＝D Fと2つのE F、③自社の共通フロア＝D Fと1

つのE F、④関連会社のオフィス＝D F＋1つのE F、

⑤ビルの共通フロア＝M F（主ファイル）＋一つ

のE Fで構成され、自分の現在位置であるビル共

用部＝M Fのみ開錠状況“カードへのアクセス開

始時には”ということになっている。

●自動ロック機能

次に、このビルには利便性提供とセキュリティ

確保のため、「ドアは人間が入ると施錠されず開

いたままになる」「部屋からいったん出て他の部

屋に移動した場合、元の部屋のドアは自動的に閉

まり施錠される」機能があると想定する。

そうなると、現在位置のビル共通フロアから自

社共通フロアに入り、そこの自動販売機を利用す

るには、アクセス管理装置を開錠しなければなら

ない。さらに、自分の部屋に移動して、パソコン

にアクセスするにも当然対応するアクセス管理装

置の開錠が必要になる。

この状況では、「ドアは人間が入ると施錠され

ず開いたままになる」ために、自社の共用フロア

の錠は閉められていない。つまり、現在自分がい

る部屋の内部にある他の部屋に移動する場合に

は、現在の部屋のドアは閉められない。しかし、

【図d：自動ロック機能①：自社の共通フロアに移動した状況】

【図d 自動ロック機能②：自分のオフィスに移動した状況】

【図d 自動ロック機能③：同僚の部屋に移動した状況】
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自社であっても同僚の部屋に移動すると、「部屋か

らいったん出て他の部屋に移動した場合、元の部

屋のドアは自動的に閉まり施錠される」機能が働

き、自社の共通部分は開錠されたまま、自分の部屋

の鍵は閉じられる。これを自動ロック機能という。

I Cカードで実際のアクセスには、次のように構

成される。

■ダブルD Fオープン

同僚の部屋で資料を発見し、自分の部屋に戻っ

てパソコンに向かっている。コーヒーブレイクに

自社の共通フロアにある自動販売機を利用した

い。しかし、自動ロック機能が作動し、自分の部

屋に戻るためには再度開錠が必要となる。これで

は二度手間で煩わしい。

そこで、現在自分がいる部屋の開閉状態を保持

したまま、他の部屋の利用が可能になるよう、

「ダブルD Fオープン」を導入した。これによって、

最低2つの部屋をそのままに他の部屋で用事を済

ます環境が確保される。

具体的には、これまで使用していた［＃0］の

論理チャネルの他に、別の論理チャネルをサポー

トすることで具体化している。

I Cカードでの実際のアクセスには、次のとおり。

（自分の部屋→）

SELECT［＃0］（自社の部屋）

VERIFY［＃0］（④の錠をあけるための鍵）

→自社の共通フロア内の自動販売機にアクセスする

（自社の共通フロア→）

SELECT［＃1］（自社の共通フロア）

＊［＃0］を使用して自分の部屋での用事も継続で

きる。

（ビルの共通フロア→）

S E L E C T［＃0］（自社の共通フロア）

V E R I F Y［＃0］（②の錠をあけるための鍵）

→自社の共通フロア内の自動販売機にアクセスする

（自社の共通フロア→）

S E L E C T［＃0］（自社の部屋）

V E R I F Y［＃0］（④の錠をあけるための鍵）

→自分の部屋のパソコンにアクセスする

（自分の部屋→）

S E L E C T［＃0］（同僚の部屋）

V E R I F Y［＃0］（③の錠をあけるための鍵）

→同僚の部屋で資料を探す

＊図中の矢印と［＃0］を「論理チャネル」と呼び、

カード内部へのアクセス手段を示す。

【図e：ダブルDFオープン①：自社の部屋にいる状況】

【図e：ダブルDFオープン②：自社共通フロアへ移動した状況】

【図e：ダブルDFオープン③：自分の部屋と自社共通フロアとに同時アクセス】

図dを参照

図eを参照


